
業務報告書店 舗 の ご 案 内
店 舗 名 所 在 地 電 話

本店営業部 ‐ ‐ ‐

栗 林 支 店 ‐ ‐ ‐

西通町支店 ‐ ‐ ‐ ‐

八本松支店 ‐ ‐ ‐

片原町支店 ‐ ‐ ‐

花 園 支 店 ‐ 高松市多賀 ‐ ‐ ‐

屋 島 支 店 ‐ 高松市高松町 ‐ ‐

木 太 支 店 ‐ 高松市木太町 ‐ ‐

元 山 支 店 ‐ 高 松 市 元 山 町 ‐ ‐

レインボー支店 ‐ 高松市松縄町 ‐ ‐

弦 打 支 店 ‐ ‐ ‐

仏生山支店 ‐ ‐ ‐

一 宮 支 店 ‐ 高 松 市 一 宮 町 ‐ ‐

太 田 支 店 ‐ ‐ ‐

空港口支店 ‐ ‐ ‐

国分寺支店 ‐ 高松市国分 ‐ ‐ ‐

坂 出 支 店 ‐ 坂出市本町 ‐ ‐

坂出東支店 ‐ 坂出市京町 ‐ ‐

宇多津支店 ‐ ‐ ‐

丸亀城西支店 ‐

‐

‐ ‐

‐丸 亀 支 店 ‐

丸亀南支店 ‐ 丸亀市郡家町 ‐ ‐

善通寺支店 ‐ 善通寺市上吉田町 ‐ ‐

琴 平 支 店 ‐ ‐ ‐

多度津支店 ‐ ‐ ‐

高 瀬 支 店 ‐ ‐ ‐

観音寺支店 ‐ ‐ ‐

志 度 支 店 ‐ ‐ ‐

三本松支店 ‐ ‐ ‐

三 木 支 店 ‐ ‐ ‐

土 庄 支 店 ‐ ‐ ‐

自　令和6年4月1日
至　令和7年3月31日

第76期

（丸亀城西支店内）

窓口営業時間は午前 9時から午後 3時までです。
（＊）11：30 ～ 12：30 を昼休業としております。

（＊）

（＊）

（＊）

（＊）

（＊）

（＊）



高松信用金庫経営理念

われわれは郷土の

すべての企業に繁栄を
すべての家庭に幸福を
もたらすために奉仕する

行動指針
①「現 場 主 義」：収益力強化とコンプライ

アンスは車の両輪です

②「縦横の連携」：明るく、風通しの良い
職場を作ります

③「全 員 経 営」：一人ひとりが自ら考え、
自ら動きます

事 業 の 概 況

理事長

令和7年6月

当期は、中期経営計画の1年目であり、「未来を拓く変革への挑戦～たか

しんの真価の発揮と地域の持続的発展を目指して～」に掲げているとお

り、コロナ禍によって疲弊した中で、物価高や燃料費の高騰など様々な課

題に直面している地域経済を支えるための「支援力の強化」と、強固な経

営基盤を確立するための「持続可能なビジネスモデルの構築」に向けて前

進することの2点を重点課題として、様々な取組みを行ってまいりました。

令和6年度決算においては、貸出金については短期プライムレートの引上

げや営業店における貸出金利引上げ交渉の効果により、貸出金利息収入は

前期比で増加しています。また、市場金利の上昇により有価証券利息配当

金等も増加した事から、資金運用収益は前期比で増加しました。

預金金利の引上げにより預金利息の支払いが増加しており、資金調達費

用が前期比で増加しました。物件費についても各項目で値上げが継続して

いる上に、令和6年度は八本松支店建替えによる費用が増加し経費合計が前

期比で増加しました。

今後の市場変動への備えとして債券等の評価損銘柄の売却を実施しまし

た。

以上の結果、経常収益は前期比36百万円減少の7,337百万円、経常利益は

前期比424百万円減少の615百万円、当期純利益は前期比115百万円減少の

477百万円となりました。また、本業の収益力を示すコア業務純益は、前期

比137百万円増加の1,524百万円となりました。

金融機関の健全性を示す自己資本比率は、前期比0.69ポイント上昇の12.04

％となり、国内基準の4％を十分満たしています。

信用金庫の原点は、「相互扶助・非営利の理念」です。高松信用金庫

は、事業者、個人のお客様に対して親身になって寄り添い、「地域が厳し

いときこそ信用金庫の出番である」との気概を持ち、取引先事業者だけで

は無く地域全体に多面的な支援を行う事で郷土の繁栄に尽力いたします。

さらなる支援力、収益力の強化により持続可能なビジネスモデルの構築

を目指し「われわれは、郷土のすべての企業に繁栄を、すべての家庭に幸

福をもたらすために奉仕する」という経営理念を果たしてまいります。
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一年のあゆみ

○第17回たかまつしんきんグラウンド・ゴルフ大会の開催
　令和6年6月6日（木）、高松市立東部運動公園にて「第17回た
かまつしんきんグラウンド・ゴルフ大会」を開催いたしました。

大会当日は、414名の皆様
が参加され、参加者同士で
支援の輪を広げるととも
に、日頃の練習の成果を発
揮され、優勝やホールイン
ワンを目指した熱戦が繰
り広げられました。

○「たかしんリーダーズクラブ」活動１周年記念講演会・交流会の
開催
　本クラブは、会員相互の緊密な連携のもと、「出会い」と「学
び」を創出することで経営者の資質の向上に寄与し、企業の発
展を図るとともに、地域社会の繁栄に貢献することを目的とし
令和5年4月18日（火）に設立されました。
　令和6年9月9日（月）には活動1周年を記念して東京東信用金
庫のビジネスクラブで会長を務める株式会社浜野製作所（東京
都墨田区）の浜野慶一社長にご講演いただきました。当日は、交
流会も開催し、クラブ会員や来賓など約130名の皆様にご出席
いただきました。

○ボランティア活動の実施　令和6年度河川清掃活動
　平成15年度より、香川県と高松市とのパートナーシップ事業
を年3回実施しております。令和6年度は、令和6年6月15日（土）、
令和7年3月8日（土）に、延べ 
258名の役職員が、香東川と
土器川の河川清掃活動を実施
いたしました。なお、令和6年
11月16日（土）は、雨天により
中止となりました。

○令和6年度経営者講演会の開催
　令和6年11月5日（火）に、サンポートホール高松大ホールに
おいて、元宮崎県知事の東国原英夫氏を講師にお招きし、「令
和6年度高松信用金庫経営者講演会」を開催いたしました。講演
会は「ピンチをチャンスに！」をテーマとし、知事になったきっ
かけや職員の意識改革や行政の風土を見直し、宮崎県産品のPR

に取り組んだことなどについて、
ユーモアを交えながらご講演いただ
きました。当日は約1,000名と大勢の
お客様にご来場いただき、大盛況で
終えることができました。

○第23回たかまつしんきんゲートボール大会の開催
　令和6年11月14日（木）に、さぬき空港公園イベント広場にて
「第23回たかまつしんきんゲートボール大会」を開催いたしま
した。16チーム86名の皆様が参
加され、参加者同士で交流の輪
を広げるとともに、チーム一体
となって熱戦が繰り広げられ
ました。

○たかしん杉の子会のイベント開催
　当金庫は、①未来の香川を担う若年層（若者達）の健全な育成
に貢献すること、②若者達に地域の魅力を再発見してもらうこ
とで永住に繋げ、人口減少克服に取り組むこと、③元気な若者の
姿を発信することで地域活性化を図り、地方創生に取り組むこ
とを理念として、令和3年4月30日（金）に「たかしん杉の子会」を
設立いたしました。
　令和6年度においては、令和
6年8月24日（土）に「SDGsな
Tシャツを着ていこう！モン
バスツアー 2024」を実施いた
しました。また、着なくなった
Tシャツを新しいTシャツに再生する
SDGs企画「モンバスつなぐTシャツプ
ロジェクト」を実施。中四国最大級の野
外ロックフェスである「MONSTER 
baSH 2024」を通じてSDGsの普及啓発
活動に取り組みました。
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○たかまつしんきんキッズクラブイベントの開催
　当金庫は、①未来の香川を担う若年層（子供たち）の健全な育
成に貢献すること、②子育て支援を通じ地元香川県の人口減少
の克服に取り組むことを理念として、平成28年10月3日（月）に
「たかまつしんきんキッズクラブ」を設立いたしました。
　令和6年度につきましては、令和6年7月23日（火）に日帰り旅
行「『神戸須磨シーワールド』で夏の想い出を作ろう！」、令和7
年3月20日（木・祝）に「キッズフリマ第6弾」、令和6年10月27
日（日）には「サンポートキッズフェスティバル2024“今日は子
供たちのお祭り！みんなでテンションアップ！ ”」を開催いた
しました。毎年参加団体が増え、3回目となる今回は17団体がダ
ンスなどのパフォーマンス、11団体が子育てに関係するブース
の出店にご協力いただきました。イベント当日は各方面で日々
頑張る子供たちに発表の場を提供するとともに、子供たちの育
成に関係がある様々なブースを約6,000人の皆様にご利用いた
だきました。

○「地域経済活性化に向けた連携協定」の取組み
　当金庫は、地域経済の活性化と持続的な発展に貢献すること
を目的として、各自治体との連携を強化しています。
【「地域活性化を目的とした連携協定」の締結】
　令和6年度には、2市2町（高松市、坂出市、宇多津町、綾川町）
と地域経済および地域産業の活性化を目的とした包括連携協
定を締結しました。令和3年度より連携を進め、14自治体（6市8
町）との間で連携協定を締結することができました。
【“よい仕事おこし”フェア実行委員会への参画】
　当金庫を含む全国253の信用金庫が協賛する“よい仕事おこ
し”フェア実行委員会と3市（高松市、坂出市、善通寺市）は、中小
企業支援と地方創生を目的とした包括連携協定を締結いたし
ました。
【地域産品を活用したクラフトビールの開発】
　“よい仕事おこし”ネットワークの取組みの一環として、地域
の特産品を活用したオリジナルクラフトビールを開発しまし
た。善通寺市のキウイフルーツ「香緑」、さぬき市の牡蠣、東かが
わ市の和三盆、三木町のイチゴ「さぬき姫」を原料とした4種類
のクラフトビールです。
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頑張る子供たちに発表の場を提供するとともに、子供たちの育
成に関係がある様々なブースを約6,000人の皆様にご利用いた
だきました。

○「地域経済活性化に向けた連携協定」の取組み
　当金庫は、地域経済の活性化と持続的な発展に貢献すること
を目的として、各自治体との連携を強化しています。
【「地域活性化を目的とした連携協定」の締結】
　令和6年度には、2市2町（高松市、坂出市、宇多津町、綾川町）
と地域経済および地域産業の活性化を目的とした包括連携協
定を締結しました。令和3年度より連携を進め、14自治体（6市8
町）との間で連携協定を締結することができました。
【“よい仕事おこし”フェア実行委員会への参画】
　当金庫を含む全国253の信用金庫が協賛する“よい仕事おこ
し”フェア実行委員会と3市（高松市、坂出市、善通寺市）は、中小
企業支援と地方創生を目的とした包括連携協定を締結いたし
ました。
【地域産品を活用したクラフトビールの開発】
　“よい仕事おこし”ネットワークの取組みの一環として、地域
の特産品を活用したオリジナルクラフトビールを開発しまし
た。善通寺市のキウイフルーツ「香緑」、さぬき市の牡蠣、東かが
わ市の和三盆、三木町のイチゴ「さぬき姫」を原料とした4種類
のクラフトビールです。



○「たかしんSDGs宣言策定サポートサービス」の取扱開始
について
　令和4年7月11日（月）より、法人のお客様を対象とした「たか
しんSDGs宣言策定サポートサービス」の取扱いを開始いたしま
した。チェックシートに基づき、SDGsへ
の取組みに関するヒアリングの評価・
フィードバックを行うとともに、SDGs宣
言策定の支援や対外的な周知等のサポー
トを行います。

各種サービス・商品のご提供について
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●当金庫は、誠実・公正な勧誘・販売を心掛け、お客様に対し断定的な判断の提供、事実と異なる説明及び誤解を招く
説明・勧誘は一切いたしません。●当金庫は反社会的勢力からの如何なる申込も、一切受付いたしません。●詳しくは、
担当者もしくは窓口までお気軽にお問合せください。

令和4年7月11日 現在 

○たかしん投信インターネットサービス
　令和3年5月6日（木）より個人のお客様を対象とした「たかし
ん投信インターネットサービス」をお取扱いしております。お客
様のスマホ・パソコンより投資信託のお取引、投資信託の照会
サービス等をご利用いただけます。

○投資信託
　現在、「国内債券型」、「外国債券型」、「国内外債券型」、「国
内株式型」、「外国株式型」、「国内外株式型」、「国内外バランス型」、
「外国バランス型」、「国内不動産投信型」、「外国不動産投信型」、
「国内外不動産投信型」、「国内外商品型」で合計87商品の取扱い
をしており、幅広いお客様のニーズにお応えしております。

＜ 2024年4月からの新規導入ファンド（3商品）の抜粋 ＞

○第6回たかしんSDGｓ応援定期預金「共助」
　令和6年7月1日（月）から令和6年9月30日（月）の期間において、
個人のお客様を対象とした「第6回たかしんSDGs応援定期預金
『共助』」をお取扱いいたしました。当金庫から本定期預金契約総
額の0.01％（50万円）を社会福祉法人香川県社会福祉協議会を通
じて、令和6年11月20日（水）に県内の防災への取組みのために
寄附いたしました。

○子育て応援定期積金「サーブが応援します！」の取扱開始
　令和6年7月1日（月）より、18歳未満のお子様を扶養するご両親、
または祖父母をはじめとする子育て世代を
対象とした「子育て応援定期積金『サーブが
応援します！』」の取扱いを開始いたしまし
た。ご契約者様特典として、映画上映会やイ
ベント等の親子ペア券やオリジナルサーブ
グッズのプレゼントを実施しております。
当金庫は、本商品を機に子育て世代を支え
る取組みを一層進めてまいります。

○年金受給予約者専用定期積金「セカンドライフ積金」の取扱開始
令和6年6月3日（月）より、年金受給予約者（55歳以上64歳未満
の年金未受給の個人の方を対象とした「セカンドライフ積金」の

取扱いを開始いたしました。本商品は、セ
カンドライフ（第二の人生＝主に定年退職
後の人生）を見据えた資産形成を目的とし
ております。
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当金庫の経営の健全性をご理解いただくため、信用金庫法開示債権及び金融再生
法開示債権の状況を分かりやすく開示することに努めています。

信用金庫法開示債権及び
金融再生法開示債権の状況

◎信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権
（単位：百万円）

（注）「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て
等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。「危険債権」と
は、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債
権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ず
る債権」に該当しない債権です。「担保・保証等による回収見込額」は、自己査定に基づいて計算した担
保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。「破産更生債権及びこ
れらに準ずる債権」、「危険債権」に対して、「個別貸倒引当金」

（単位：百万円）

（注）「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出
金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。上記に対す
る「担保・保証等による回収見込額」

（単位：百万円）

（注）「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権
及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金です。上記に対
する「担保・保証等による回収見込額」

＊三月以上延滞債権額、貸出条件緩和債権額を含む要管理先に対する一般貸倒引当金は
ていますが、貸借対照表の一般貸倒引当金残高の り少なくなっています。
は、正常先、その他要注意先の一般貸倒引当金であり、信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権
に充当できます。

（単位：百万円）

（注）「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題ないものとして、「破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権」、「危険債権」、「三月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当しない債権です。

（単位：百万円）

◎信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権に対する備え
（単位：百万円）

＊未カバー部分については、純資産（出資金、準備金、剰余金等）総額21，349百万円で備えは万全の対応と
　なっています。

よ

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額A
危 険 債 権 額 B
合 　 　 　 　 計 　 　 　 　 C ＝ A ＋ B
担 保 ・ 保 証 等 に よ る 回 収 見 込 額 D
回 収 に 懸 念 が あ る 債 権 額 E ＝ C － D
個 別 貸 倒 引 当 金 F
回収困難と思われる不良債権額G＝E－F

区　　　　　　　　　分 令和７年３月末
2，255
10，607
12,863
9，362
3，500
2，840
660

三 月 以 上 延 滞 債 権 額 H
区　　　　　　　　　分 令和７年３月末

　　

貸 出 条 件 緩 和 債 権 額 I
区　　　　　　　　　分 令和７年３月末

345

正 常 債 権 額 J
区　　　　　　　　　分 令和７年３月末

226，851

総 与 信 額 K＝A＋B＋H＋I＋J
区　　　　　　　　　分 令和７年３月末

240，060

信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権総額
担 保 ・ 保 証 等 に よ る 回 収 見 込 額
貸 倒 引 当 金
差 引 未 カ バ ー 額

13，209
9，658
2，860
689

で合計2，840百万円引き当てています。

は一百万円となっています。

606百万円
20百万円となっ

その差額586百万円

は296百万円、「貸倒引当金」は20百万円となっています。

貸借対照表
第76期　令和７年３月31日現在（単位：百万円）

当 座 預 金
普 通 預 金
貯 蓄 預 金
通 知 預 金
定 期 預 金
定 期 積 金
そ の 他 の 預 金

借 入 金

未 決 済 為 替 借
未 払 費 用
給 付 補 塡 備 金
未 払 法 人 税 等
前 受 収 益
払 戻 未 済 金
払 戻 未 済 持 分
職 員 預 り 金
資 産 除 去 債 務
そ の 他 の 負 債

普 通 出 資 金

利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
特 別 積 立 金
当 期 未 処 分 剰 余 金

国 債
地 方 債
社 債
株 式
そ の 他 の 証 券

割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越

未 決 済 為 替 貸
信 金 中 金 出 資 金
前 払 費 用
未 収 収 益
そ の 他 の 資 産

建 物
土 地
その他の有形固定資産

ソ フ ト ウ ェ ア
その他の無形固定資産

21,911
13,095
73,630
6,198
68,871

510
8,865
213,861
13,431

95
2,954
22
678
222

1,664
2,537
634
9
77
22

6，284
230，935
1，217
243

251，420
11，120
7，941

33，498

153
481
4
19
20
47
10
320
81
234

1，862

1，910
22，543
21，980
563

科 目

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計

金 額 科 目 金 額
（資産の部） （負債の部）

現 金
預 け 金
買 入 金 銭 債 権
有 価 証 券

貸 出 金

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
債 務 保 証 見 返
貸 倒 引 当 金
（うち個別貸倒引当金）

預 金 積 金

借 用 金

債券貸借取引受入担保金
そ の 他 負 債

賞 与 引 当 金
退 職 給 付 引 当 金
役 員 退 職 慰 労 引 当 金
再評価に係る繰延税金負債
債 務 保 証

負債の部合計
（純資産の部）

出 資 金

利 益 剰 余 金

処 分 未 済 持 分
会 員 勘 定 合 計
その他有価証券評価差額金
土 地 再 評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

純資産の部合計

3，663
142，855
1，740

183，707

236，668

3，973

4，837

99

70
2，608
2，671

△ 3，754
△ 3，147

509，162

33，498

9，510
1，373

110
1，044
139
282
2，671
557，793

1，862

24，453

△ 0
26，315

△ 5，438
471

△ 4，966
21，349

579，142 579，142

（　　 ）



当金庫の経営の健全性をご理解いただくため、信用金庫法開示債権及び金融再生
法開示債権の状況を分かりやすく開示することに努めています。

信用金庫法開示債権及び
金融再生法開示債権の状況

◎信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権
（単位：百万円）

（注）「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て
等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。「危険債権」と
は、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債
権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ず
る債権」に該当しない債権です。「担保・保証等による回収見込額」は、自己査定に基づいて計算した担
保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。「破産更生債権及びこ
れらに準ずる債権」、「危険債権」に対して、「個別貸倒引当金」

（単位：百万円）

（注）「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出
金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。上記に対す
る「担保・保証等による回収見込額」

（単位：百万円）

（注）「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権
及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金です。上記に対
する「担保・保証等による回収見込額」

＊三月以上延滞債権額、貸出条件緩和債権額を含む要管理先に対する一般貸倒引当金は
ていますが、貸借対照表の一般貸倒引当金残高の り少なくなっています。
は、正常先、その他要注意先の一般貸倒引当金であり、信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権
に充当できます。

（単位：百万円）

（注）「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題ないものとして、「破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権」、「危険債権」、「三月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当しない債権です。

（単位：百万円）

◎信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権に対する備え
（単位：百万円）

＊未カバー部分については、純資産（出資金、準備金、剰余金等）総額21，349百万円で備えは万全の対応と
　なっています。

よ

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額A
危 険 債 権 額 B
合 　 　 　 　 計 　 　 　 　 C ＝ A ＋ B
担 保 ・ 保 証 等 に よ る 回 収 見 込 額 D
回 収 に 懸 念 が あ る 債 権 額 E ＝ C － D
個 別 貸 倒 引 当 金 F
回収困難と思われる不良債権額G＝E－F

区　　　　　　　　　分 令和７年３月末
2，255
10，607
12,863
9，362
3，500
2，840
660

三 月 以 上 延 滞 債 権 額 H
区　　　　　　　　　分 令和７年３月末

　　

貸 出 条 件 緩 和 債 権 額 I
区　　　　　　　　　分 令和７年３月末

345

正 常 債 権 額 J
区　　　　　　　　　分 令和７年３月末

226，851

総 与 信 額 K＝A＋B＋H＋I＋J
区　　　　　　　　　分 令和７年３月末

240，060

信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権総額
担 保 ・ 保 証 等 に よ る 回 収 見 込 額
貸 倒 引 当 金
差 引 未 カ バ ー 額

13，209
9，658
2，860
689

で合計2，840百万円引き当てています。

は一百万円となっています。

606百万円
20百万円となっ

その差額586百万円

は296百万円、「貸倒引当金」は20百万円となっています。

貸借対照表
第76期　令和７年３月31日現在（単位：百万円）

当 座 預 金
普 通 預 金
貯 蓄 預 金
通 知 預 金
定 期 預 金
定 期 積 金
そ の 他 の 預 金

借 入 金

未 決 済 為 替 借
未 払 費 用
給 付 補 塡 備 金
未 払 法 人 税 等
前 受 収 益
払 戻 未 済 金
払 戻 未 済 持 分
職 員 預 り 金
資 産 除 去 債 務
そ の 他 の 負 債

普 通 出 資 金

利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
特 別 積 立 金
当 期 未 処 分 剰 余 金

国 債
地 方 債
社 債
株 式
そ の 他 の 証 券

割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越

未 決 済 為 替 貸
信 金 中 金 出 資 金
前 払 費 用
未 収 収 益
そ の 他 の 資 産

建 物
土 地
その他の有形固定資産

ソ フ ト ウ ェ ア
その他の無形固定資産

21,911
13,095
73,630
6,198
68,871

510
8,865

213,861
13,431

95
2,954
22
678
222

1,664
2,537
634
9
77
22

6，284
230，935
1，217
243

251，420
11，120
7，941

33，498

153
481
4
19
20
47
10
320
81
234

1，862

1，910
22，543
21，980
563

科 目

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計

金 額 科 目 金 額
（資産の部） （負債の部）

現 金
預 け 金
買 入 金 銭 債 権
有 価 証 券

貸 出 金

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
債 務 保 証 見 返
貸 倒 引 当 金
（うち個別貸倒引当金）

預 金 積 金

借 用 金

債券貸借取引受入担保金
そ の 他 負 債

賞 与 引 当 金
退 職 給 付 引 当 金
役 員 退 職 慰 労 引 当 金
再評価に係る繰延税金負債
債 務 保 証

負債の部合計
（純資産の部）

出 資 金

利 益 剰 余 金

処 分 未 済 持 分
会 員 勘 定 合 計
その他有価証券評価差額金
土 地 再 評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

純資産の部合計

3，663
142，855
1，740

183，707

236，668

3，973

4，837

99

70
2，608
2，671

△ 3，754
△ 3，147

509，162

33，498

9，510
1，373

110
1，044
139
282
2，671

557，793

1，862

24，453

△ 0
26，315
△ 5，438

471
△ 4，966
21，349

579，142 579，142

（　　 ）



（注)１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価
法（定額法）、子会社等株式については移動平均法による原価法、その他有価証
券については時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格のな
い株式等については移動平均法による原価法により行っております。なお、その
他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
３．有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した
建物（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設
備及び構築物については定額法）を採用しております。
　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　　建　物　 23年～47年
　　　　　その他　  3年～20年
４．無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利
用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（主として3年～5
年）に基づいて償却しております。
５．外貨建資産は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
６．貸倒引当金は、予め定めている償却･引当基準に則り、次のとおり計上しており
ます。
　　日本公認会計士協会　銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産
の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（令和4年4
月14日）に規定する正常先債権及び要注意先債権（要管理先債権除く）に相当す
る債権については、今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額
は、1年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に
基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
要管理先債権に相当する債権については、今後3年間の予想損失額を見込んで計上
しており、債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理的に見積った上で、
当該キャッシュ・フローの金額と債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び
保証による回収見込額を控除した残額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッ
シュ・フロー控除法）により計上しております。破綻懸念先に相当する債権につ
いては、今後の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、過去の一定
期間における平均値に基づく損失率に将来見込み等必要な修正を加えた損失率を
債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収見込額を控除した
残額に対し乗じて計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する
債権については、直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証に
よる回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
　　また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以
上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・
フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フロー
を貸出条件緩和実施前の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額
を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。
　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署及び融資部が資
産査定を実施し、その査定結果に基づいて上記の引当を行っており、当該部署か
ら独立した監査部が査定結果及び引当を監査しております。
　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額
から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取
立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,217百万円であり
ます。
７．賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員に対する賞与の支給見
込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
８．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退
職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ
せる方法については期間定額基準によっております。なお、過去勤務費用及び数
理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
　過 去 勤 務 費 用：その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数　　
　　　　　　　　　（10年）による定額法により費用処理
　数理計算上の差異：その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数　　
　　　　　　　　　（10年）による定額法により翌事業年度から費用処理
　　また、当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度
（総合設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産
の額を合理的に計算することができないため、当該企業年金制度への拠出額を退
職給付費用として処理しております。
　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める
当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。

    ① 制度全体の積立状況に関する事項（令和6年3月31日現在）
　　　　年金資産の額 1,832,300百万円
　　　　年金財政計算上の数理債務の額と 
　　　　最低責任準備金の額との合計額 1,853,684百万円
　　　　差引額 △ 21,384百万円
    ② 制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和6年3月31日現在）
 0.3833％
    ③ 補足説明
　　　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高134,623百

万円及び別途積立金113,239百万円であります。本制度における過去勤務債務の
償却方法は期間19年0ヵ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の計
算書類上、当該償却に充てられる特別掛金73百万円を費用処理しております。

　　　なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額
に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは
一致しません。

９．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ
く期末要支給額を計上しております。

10．役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「
受入為替手数料」「その他の受入手数料」「その他の役務取引等収益」がありま
す。このうち、受入為替手数料は、為替業務から収受する受入手数料であり、送
金、代金取立等の内国為替業務に基づくものであります。

　　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同
時期に充足されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。

11．消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式
によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の
費用に計上しております。

12．会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であ
って、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次
のとおりです。

　　貸倒引当金　　　3,754百万円
　　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として6.に記載しております。
   　主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であり
ます。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の
収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。

　　なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌事業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可
能性があります。

13．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額5百万円
14．子会社等の株式の総額0百万円
15．有形固定資産の減価償却累計額7,309百万円
16．信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は
次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（そ
の元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、
当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）によるものに限
る。）、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の
各勘定に計上されるものであります。

　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 2,255百万円
　　　危険債権額  10,607百万円
　　　三月以上延滞債権額  –百万円
　　　貸出条件緩和債権額　 345百万円
　　　合計額 13,209百万円
　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再
生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及
びこれらに準ずる債権であります。

　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経
営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可
能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであり
ます。

　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上
遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該
当しないものであります。

　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、
金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利
となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権
並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。



（注)１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価
法（定額法）、子会社等株式については移動平均法による原価法、その他有価証
券については時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格のな
い株式等については移動平均法による原価法により行っております。なお、その
他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

３．有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した
建物（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設
備及び構築物については定額法）を採用しております。

　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　　建　物　 23年～47年
　　　　　その他　  3年～20年
４．無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利
用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（主として3年～5
年）に基づいて償却しております。

５．外貨建資産は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
６．貸倒引当金は、予め定めている償却･引当基準に則り、次のとおり計上しており
ます。

　　日本公認会計士協会　銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産
の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（令和4年4
月14日）に規定する正常先債権及び要注意先債権（要管理先債権除く）に相当す
る債権については、今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額
は、1年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に
基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
要管理先債権に相当する債権については、今後3年間の予想損失額を見込んで計上
しており、債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理的に見積った上で、
当該キャッシュ・フローの金額と債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び
保証による回収見込額を控除した残額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッ
シュ・フロー控除法）により計上しております。破綻懸念先に相当する債権につ
いては、今後の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、過去の一定
期間における平均値に基づく損失率に将来見込み等必要な修正を加えた損失率を
債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収見込額を控除した
残額に対し乗じて計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する
債権については、直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証に
よる回収可能見込額を控除した残額を計上しております。

　　また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以
上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・
フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フロー
を貸出条件緩和実施前の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額
を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。

　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署及び融資部が資
産査定を実施し、その査定結果に基づいて上記の引当を行っており、当該部署か
ら独立した監査部が査定結果及び引当を監査しております。

　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額
から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取
立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,217百万円であり
ます。

７．賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員に対する賞与の支給見
込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

８．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退
職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ
せる方法については期間定額基準によっております。なお、過去勤務費用及び数
理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。

　過 去 勤 務 費 用：その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数　　
　　　　　　　　　（10年）による定額法により費用処理

　数理計算上の差異：その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数　　
　　　　　　　　　（10年）による定額法により翌事業年度から費用処理

　　また、当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度
（総合設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産
の額を合理的に計算することができないため、当該企業年金制度への拠出額を退
職給付費用として処理しております。

　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める
当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。

    ① 制度全体の積立状況に関する事項（令和6年3月31日現在）
　　　　年金資産の額 1,832,300百万円
　　　　年金財政計算上の数理債務の額と 
　　　　最低責任準備金の額との合計額 1,853,684百万円
　　　　差引額 △ 21,384百万円
    ② 制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和6年3月31日現在）
 0.3833％
    ③ 補足説明
　　　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高134,623百

万円及び別途積立金113,239百万円であります。本制度における過去勤務債務の
償却方法は期間19年0ヵ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の計
算書類上、当該償却に充てられる特別掛金73百万円を費用処理しております。

　　　なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額
に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは
一致しません。

９．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ
く期末要支給額を計上しております。
10．役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「
受入為替手数料」「その他の受入手数料」「その他の役務取引等収益」がありま
す。このうち、受入為替手数料は、為替業務から収受する受入手数料であり、送
金、代金取立等の内国為替業務に基づくものであります。
　　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同
時期に充足されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。
11．消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式
によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の
費用に計上しております。
12．会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であ
って、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次
のとおりです。
　　貸倒引当金　　　3,754百万円
　　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として6.に記載しております。
   　主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であり
ます。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の
収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
　　なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌事業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可
能性があります。
13．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額5百万円
14．子会社等の株式の総額0百万円
15．有形固定資産の減価償却累計額7,309百万円
16．信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は
次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（そ
の元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、
当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）によるものに限
る。）、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の
各勘定に計上されるものであります。
　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 2,255百万円
　　　危険債権額  10,607百万円
　　　三月以上延滞債権額  –百万円
　　　貸出条件緩和債権額　 345百万円
　　　合計額 13,209百万円
　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再
生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及
びこれらに準ずる債権であります。
　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経
営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可
能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであり
ます。
　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上
遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該
当しないものであります。
　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、
金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利
となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権
並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。



17．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理してお
ります。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自
由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は510百万円であります。
18．担保に供している資産は、次のとおりであります。
　　担保に供している資産
　　　預け金 11,000百万円
　　　有価証券  40,744百万円
　　担保資産に対応する債務
　　　借用金 33,492百万円
　　　債券貸借取引受入担保金 9,510百万円
　　上記のほか、日本銀行金融ネットワークシステムの担保として日本銀行へ有価
証券を283百万円、当座借越契約の担保及び為替決済保証金として信金中金へ預け
金（信金中金定期預金）を20,000百万円差し入れております。
19．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業
用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額
を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額
を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
　　再評価を行った年月日　平成14年3月31日
　　同法律第3条第3項に定める再評価の方法
　　　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条
　第4号に定める路線価に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出し
　ております。
　　　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時
　価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　1,214百万円
20．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）
による社債に対する当金庫の保証債務の額は560百万円であります。
21．出資1口当たりの純資産額5,733円24銭
22．金融商品の状況に関する事項
　⑴　金融商品に対する取組方針
　　　当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行ってお

ります。
　　　このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総

合的管理（ALM）をしております。
　⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　　　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金

です。
　　　また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純

投資目的及び事業推進目的で保有しております。
　　　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の

変動リスクに晒されております。
　　　外貨建有価証券については、為替の変動リスクに晒されております。
　　　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒され

ております。
　　　また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。
　⑶　金融商品に係るリスク管理体制
　　①　信用リスクの管理
　　　　　当金庫は、ローン事業に関する管理規程及び信用リスクに関する管理諸

規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信
用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する
体制を整備し運営しております。

　　　　　これらの与信管理は、各営業店のほか融資部により行われ、また、定期
的に経営陣が参加する融資委員会や理事会を開催し、審議・報告を行って
おります。

　　　　　有価証券の発行体の信用リスクは、総合企画部において、信用情報や時
価の把握を定期的に行うことで管理しております。

　　②　市場リスクの管理
　　　ⅰ　金利リスクの管理
　　　　　当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
　　　　　ALMに関する規則において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記して

おり、ALM委員会において決定されたALMに関する方針に基づき、理事会
において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。

　　　　　日常的には総合企画部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的
に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、
半期ベースで理事会に報告しております。

　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

（単位：百万円）

①預 け 金
②有価証券
　満期保有目的の債券
　その他有価証券（＊1）
③貸 出 金（＊2）
　貸倒引当金（＊3）

①預金積金
②借 用 金
③債券貸借取引受入担保金

貸借対照表
計 上 額
142，855
183，534
13，031
170，503
236，668

　△ 3，147
233，520
559，910

509，162
33，498
9，510

552，172

142，202
182，900
12，396
170，503

232，563
557，665

509，128
33，321
9，510

551，960

△ 653
        △ 634

△ 634
–

△ 956
△ 2,244

△ 33
△ 177
–

△ 211

貸出金計
金融資産計

金融負債計

時 　 価 差 　 額

　　　ⅱ　価格変動リスクの管理
　　　　　有価証券を含む市場運用商品の保有については、ALM委員会の方針に基

づき、理事会の監督の下、市場リスク管理規程に従い行われております。
　　　　　このうち、資金運用部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審

査、投資限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動
リスクの軽減を図っております。

　　　　　これらの情報は資金運用部を通じ、理事会及び資金運用委員会において
定期的に報告されております。

　　　ⅲ　市場リスクに係る定量的情報
　　　　　当金庫では、「有価証券」（市場価格のない株式等及び組合出資金を除

く。）、「貸出金」、「預金積金」、「預け金」等の市場リスク量をVaRに
より月次で計測し、取得したリスク量がリスク限度額の範囲内となるよう
管理しております。

　　　　　当金庫のVaRは分散共分散法（保有期間6ヵ月、信頼区間99％、観測期間5
年）により算出しており、令和7年3月31日（当事業年度の決算日）現在で
当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、9,891百万円です。

　　　　　ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確
率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境
が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

　　③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　　　　　当金庫は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の

多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流
動性リスクを管理しております。

　⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異

なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
　　　なお、一部の金融商品については、簡便な計算により算出した時価に代わる

金額を含めて開示しております。
23．金融商品の時価等に関する事項
　　令和7年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の
とおりであります（時価等の評価技法（算定方法）については（注1）参照）。
なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません　　
（（注2）参照）。

　　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

 

　（＊１）その他有価証券には、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関す
る会計基準の適用指針」（令和3年6月17日）第24-3項及び第24-9項の基準
価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

　（＊２）貸出金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」
が含まれております。

　（＊３）貸出金に対応する個別貸倒引当金を控除しております。
（注１）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）
金融資産
　⑴　預け金
　　　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に
基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引
いた現在価値を算定しております。



17．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理してお
ります。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自
由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は510百万円であります。

18．担保に供している資産は、次のとおりであります。
　　担保に供している資産
　　　預け金 11,000百万円
　　　有価証券  40,744百万円
　　担保資産に対応する債務
　　　借用金 33,492百万円
　　　債券貸借取引受入担保金 9,510百万円
　　上記のほか、日本銀行金融ネットワークシステムの担保として日本銀行へ有価
証券を283百万円、当座借越契約の担保及び為替決済保証金として信金中金へ預け
金（信金中金定期預金）を20,000百万円差し入れております。

19．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業
用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額
を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額
を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

　　再評価を行った年月日　平成14年3月31日
　　同法律第3条第3項に定める再評価の方法
　　　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条
　第4号に定める路線価に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出し
　ております。

　　　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時
　価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　1,214百万円

20．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）
による社債に対する当金庫の保証債務の額は560百万円であります。

21．出資1口当たりの純資産額5,733円24銭
22．金融商品の状況に関する事項
　⑴　金融商品に対する取組方針
　　　当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行ってお

ります。
　　　このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総

合的管理（ALM）をしております。
　⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　　　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金

です。
　　　また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純

投資目的及び事業推進目的で保有しております。
　　　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の

変動リスクに晒されております。
　　　外貨建有価証券については、為替の変動リスクに晒されております。
　　　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒され

ております。
　　　また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。
　⑶　金融商品に係るリスク管理体制
　　①　信用リスクの管理
　　　　　当金庫は、ローン事業に関する管理規程及び信用リスクに関する管理諸

規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信
用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する
体制を整備し運営しております。

　　　　　これらの与信管理は、各営業店のほか融資部により行われ、また、定期
的に経営陣が参加する融資委員会や理事会を開催し、審議・報告を行って
おります。

　　　　　有価証券の発行体の信用リスクは、総合企画部において、信用情報や時
価の把握を定期的に行うことで管理しております。

　　②　市場リスクの管理
　　　ⅰ　金利リスクの管理
　　　　　当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
　　　　　ALMに関する規則において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記して

おり、ALM委員会において決定されたALMに関する方針に基づき、理事会
において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。

　　　　　日常的には総合企画部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的
に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、
半期ベースで理事会に報告しております。

　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

（単位：百万円）

①預 け 金
②有価証券
　満期保有目的の債券
　その他有価証券（＊1）
③貸 出 金（＊2）
　貸倒引当金（＊3）

①預金積金
②借 用 金
③債券貸借取引受入担保金

貸借対照表
計上額
142，855
183，534
13，031
170，503
236，668

　△ 3，147
233，520
559，910

509，162
33，498
9，510
552，172

142，202
182，900
12，396
170，503

232，563
557，665

509，128
33，321
9，510
551，960

△ 653
        △ 634

△ 634
–

△ 956
△ 2,244

△ 33
△ 177
–

△ 211

貸出金計
金融資産計

金融負債計

時 　価 差　額

　　　ⅱ　価格変動リスクの管理
　　　　　有価証券を含む市場運用商品の保有については、ALM委員会の方針に基

づき、理事会の監督の下、市場リスク管理規程に従い行われております。
　　　　　このうち、資金運用部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審

査、投資限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動
リスクの軽減を図っております。

　　　　　これらの情報は資金運用部を通じ、理事会及び資金運用委員会において
定期的に報告されております。

　　　ⅲ　市場リスクに係る定量的情報
　　　　　当金庫では、「有価証券」（市場価格のない株式等及び組合出資金を除

く。）、「貸出金」、「預金積金」、「預け金」等の市場リスク量をVaRに
より月次で計測し、取得したリスク量がリスク限度額の範囲内となるよう
管理しております。

　　　　　当金庫のVaRは分散共分散法（保有期間6ヵ月、信頼区間99％、観測期間5
年）により算出しており、令和7年3月31日（当事業年度の決算日）現在で
当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、9,891百万円です。

　　　　　ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確
率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境
が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

　　③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　　　　　当金庫は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の

多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流
動性リスクを管理しております。

　⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異

なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
　　　なお、一部の金融商品については、簡便な計算により算出した時価に代わる

金額を含めて開示しております。
23．金融商品の時価等に関する事項
　　令和7年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の
とおりであります（時価等の評価技法（算定方法）については（注1）参照）。
なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません　　
（（注2）参照）。
　　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

 

　（＊１）その他有価証券には、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関す
る会計基準の適用指針」（令和3年6月17日）第24-3項及び第24-9項の基準
価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

　（＊２）貸出金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」
が含まれております。

　（＊３）貸出金に対応する個別貸倒引当金を控除しております。
（注１）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）
金融資産
　⑴　預け金
　　　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に
基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引
いた現在価値を算定しております。



（単位：百万円）

子会社等株式（＊１）
非上場株式（＊１）
信金中央金庫出資金（＊１）
投資事業組合出資金（＊２）

貸借対照表計上額
0
40

2，954
131
3，127合　計

（単位：百万円）

預 け 金（＊１）
有価証券
　満期保有目的の債券
　その他有価証券の
　うち満期があるもの
貸 出 金（＊２）

合　計

１ 年 超
５年以内
47，100
65，514
1，014
64，500

80，530
193，145

１年以内
57，255
10，742
119

10，623

32，839
100，836

５ 年 超
10年以内
16，000
41，739
7，215
34，523

61，543
119，283

10 年 超
22，500
40，390
4，681
35，708

45，780
108，671

　⑵　有価証券
　　　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された

価格によっております。投資信託は取引所の価格又は公表されている基準価額
によっております。

　　　自金庫保証付私募債は、同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割
り引いて時価を算定しております。

　　　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、24.から26.に記
載しております。

　⑶　貸出金
　　　貸出金は、以下の①～③の方法により算出し、その算出結果を時価に代わる

金額として記載しております。
　①　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フ

ローの見積りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上して
いる額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」という。）の合計額か
ら貸出金に対応する個別貸倒引当金を控除した価額

　②　①以外のうち、残存期間が短期間のものや変動金利によるもの等は貸出金計
上額

　③　①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の種類及び期間に基づく区分ご
とに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り
引いた価額

金融負債
　⑴　預金積金
　　　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時

価とみなしております。また、定期性預金の時価は、一定期間ごとに区分して、
将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割
引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、
変動金利定期預金は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
を時価としております。

　⑵　借用金
　　　固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合

計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定してお
ります。

　⑶　債券貸借取引受入担保金
　　　債券貸借取引受入担保金は、約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近

似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（注２）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、

金融商品の時価情報には含まれておりません。

　（＊１）子会社等株式、非上場株式（時価のあるものは除く。）及び信金中央金
庫出資金については、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等
の開示に関する適用指針」（令和2年3月31日）第5項に基づき、時価開示
の対象とはしておりません。

　（＊２）組合出資金については、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関
する会計基準の適用指針」（令和3年6月17日）第24-16項に基づき、時価
開示の対象とはしておりません。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

　（＊１）預け金のうち、要求払預け金は「1年以内」に含めております。
　（＊２）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還

予定金額が見込めないもの、期間の定めがないものは含めておりません。

（単位：百万円）

預金積金（＊）
借 用 金
債券貸借取引受入担保金

合　計

１ 年 超
５年以内
74，673
29，269
－

103，942

１年以内
434，471
979
9，510

444，960

５ 年 超
10年以内

7
1，711
－

1，718

10 年 超
10

1，539
－

1，549

（単位：百万円）

（時価が貸借対照表計上額を超えるもの）
　国債
　地方債
　社債
　外国証券

貸借対照表
計 上 額

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－小　計

時 　 価 差 　 額

（時価が貸借対照表計上額を超えないもの）
　国債
　地方債
　社債
　外国証券

3，740
6，238
2，852
200

13，031
13，031

3，548
5，954
2，698
195

12，396
12，396

△ 191
△ 284
△ 154
△ 　4
△ 634
△ 634

小　計
合　計

（単位：百万円）
貸借対照表
計 上 額 取得原価 差 　 額

（貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの）
株式
債券
　国債
　地方債
　社債
　外国証券
その他

5，927
12，826
2，133
1，396
4，100
5，195
12，368
31，122

3，722
12，651
2，121
1，383
4，088
5，057
11，413
27，786

2，205
175
11
13
11
138
955
3，336小　計

（貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの）
株式
債券
　国債
　地方債
　社債
　外国証券
その他

229
122，771
16，037
5，460
66，677
34，596
16，379
139，380
170，503

252
131，566
19，439
5，867
70，145
36，113
18，499
150，318
178，104

△ 22
△ 8，794
△ 3，401
△ 407
△ 3，468
△ 1，517
△ 2，119
△ 10，937
△ 7，601

小　計
合　計

（単位：百万円）

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
　外国証券
その他

売　　却　　額
462
3，587
–
–

2，633
954
4，106
8，156

313
–
–
–
–
–
–
313

–
△ 412
–
–

△ 166
△ 245
△ 562
△ 974合　計

売却益の合計額 売却損の合計額

（注4）借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

　（＊）預金積金のうち、要求払預金は「1年以内」に含めております。
24．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
　⑴　満期保有目的の債券

　⑵　その他有価証券

（注）上記の評価差額から繰延税金資産2,163百万円を差し引いた額△5,438百万円が
「その他有価証券評価差額金」として計上されています。

25．当事業年度中に売却したその他有価証券



（単位：百万円）

子会社等株式（＊１）
非上場株式（＊１）
信金中央金庫出資金（＊１）
投資事業組合出資金（＊２）

貸借対照表計上額
0
40

2，954
131
3，127合　計

（単位：百万円）

預 け 金（＊１）
有価証券
　満期保有目的の債券
　その他有価証券の
　うち満期があるもの
貸 出 金（＊２）

合　計

１ 年 超
５年以内
47，100
65，514
1，014
64，500

80，530
193，145

１年以内
57，255
10，742
119

10，623

32，839
100，836

５ 年 超
10年以内
16，000
41，739
7，215
34，523

61，543
119，283

10 年 超
22，500
40，390
4，681
35，708

45，780
108，671

　⑵　有価証券
　　　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された

価格によっております。投資信託は取引所の価格又は公表されている基準価額
によっております。

　　　自金庫保証付私募債は、同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割
り引いて時価を算定しております。

　　　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、24.から26.に記
載しております。

　⑶　貸出金
　　　貸出金は、以下の①～③の方法により算出し、その算出結果を時価に代わる

金額として記載しております。
　①　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フ

ローの見積りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上して
いる額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」という。）の合計額か
ら貸出金に対応する個別貸倒引当金を控除した価額

　②　①以外のうち、残存期間が短期間のものや変動金利によるもの等は貸出金計
上額

　③　①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の種類及び期間に基づく区分ご
とに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り
引いた価額

金融負債
　⑴　預金積金
　　　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時

価とみなしております。また、定期性預金の時価は、一定期間ごとに区分して、
将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割
引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、
変動金利定期預金は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
を時価としております。

　⑵　借用金
　　　固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合

計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定してお
ります。

　⑶　債券貸借取引受入担保金
　　　債券貸借取引受入担保金は、約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近

似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（注２）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、

金融商品の時価情報には含まれておりません。

　（＊１）子会社等株式、非上場株式（時価のあるものは除く。）及び信金中央金
庫出資金については、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等
の開示に関する適用指針」（令和2年3月31日）第5項に基づき、時価開示
の対象とはしておりません。

　（＊２）組合出資金については、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関
する会計基準の適用指針」（令和3年6月17日）第24-16項に基づき、時価
開示の対象とはしておりません。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

　（＊１）預け金のうち、要求払預け金は「1年以内」に含めております。
　（＊２）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還

予定金額が見込めないもの、期間の定めがないものは含めておりません。

（単位：百万円）

預金積金（＊）
借 用 金
債券貸借取引受入担保金

合　計

１ 年 超
５年以内
74，673
29，269
－

103，942

１年以内
434，471
979
9，510
444，960

５ 年 超
10年以内

7
1，711
－

1，718

10 年 超
10

1，539
－

1，549

（単位：百万円）

（時価が貸借対照表計上額を超えるもの）
　国債
　地方債
　社債
　外国証券

貸借対照表
計上額

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－小　計

時　価 差　額

（時価が貸借対照表計上額を超えないもの）
　国債
　地方債
　社債
　外国証券

3，740
6，238
2，852
200

13，031
13，031

3，548
5，954
2，698
195

12，396
12，396

△ 191
△ 284
△ 154
△ 　4
△ 634
△ 634

小　計
合　計

（単位：百万円）
貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

（貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの）
株式
債券
　国債
　地方債
　社債
　外国証券
その他

5，927
12，826
2，133
1，396
4，100
5，195
12，368
31，122

3，722
12，651
2，121
1，383
4，088
5，057
11，413
27，786

2，205
175
11
13
11
138
955
3，336小　計

（貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの）
株式
債券
　国債
　地方債
　社債
　外国証券
その他

229
122，771
16，037
5，460
66，677
34，596
16，379
139，380
170，503

252
131，566
19，439
5，867
70，145
36，113
18，499
150，318
178，104

△ 22
△ 8，794
△ 3，401
△ 407
△ 3，468
△ 1，517
△ 2，119
△ 10，937
△ 7，601

小　計
合　計

（単位：百万円）

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
　外国証券
その他

売　　却　　額
462
3，587
–
–

2，633
954
4，106
8，156

313
–
–
–
–
–
–
313

–
△ 412
–
–

△ 166
△ 245
△ 562
△ 974合　計

売却益の合計額 売却損の合計額

（注4）借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

　（＊）預金積金のうち、要求払預金は「1年以内」に含めております。
24．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
　⑴　満期保有目的の債券

　⑵　その他有価証券

（注）上記の評価差額から繰延税金資産2,163百万円を差し引いた額△5,438百万円が
「その他有価証券評価差額金」として計上されています。
25．当事業年度中に売却したその他有価証券



損益計算書
第76期 令和６年４月１日から

令和７年３月31日まで
（単位：千円）

科 目
経 常 収 益

経 常 費 用

経 常 利 益
特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益

当 期 純 利 益
繰 越 金 （ 当 期 首 残 高 ）
土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額
当 期 未 処 分 剰 余 金

金 額
7，337，299

6，721，568

615，731
123，975

491，755

14，182
477，572
32，638
53，135
563，347

資 金 運 用 収 益
貸 出 金 利 息
預 け 金 利 息
有 価 証 券 利 息 配 当 金
そ の 他 の 受 入 利 息

役 務 取 引 等 収 益
受 入 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 収 益

そ の 他 業 務 収 益
そ の 他 の 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益
償 却 債 権 取 立 益
株 式 等 売 却 益
金 銭 の 信 託 運 用 益
そ の 他 の 経 常 収 益

資 金 調 達 費 用
預 金 利 息
給 付 補 塡 備 金 繰 入 額
借 用 金 利 息
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息
そ の 他 の 支 払 利 息

役 務 取 引 等 費 用
支 払 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 費 用

そ の 他 業 務 費 用
国 債 等 債 券 売 却 損
金 融 派 生 商 品 費 用
そ の 他 の 業 務 費 用

経 費
人 件 費
物 件 費
税 金

そ の 他 経 常 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
貸 出 金 償 却
そ の 他 の 経 常 費 用

固 定 資 産 処 分 損
減 損 損 失

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計

6，169，825
3，252，327
632，288
2，216，794
68，415
771，590
197，732
573，858
45，176
45，176
350，707
33，846
313，445
3，376
38

575，480
478，370
3，479
63，130
28，832
1，668

524，033
58，616
465，416
976，217
974，519

456
1，241

4，404，902
2，825，819
1，435，691
143，391
240，934
106，928
70，561
63，443

29，407
94，568

37，988
△ 23，805

（単位：千円）
場　所
香川県
4ケ所

種　類 減損損失用　途

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．子会社等との取引による費用総額33,961千円
３．出資1口当たり当期純利益金額125円94銭
４．当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。

　　資産のグルーピングについては、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、衛星店舗等は母店
と一つのグルーピング）、遊休資産・賃貸資産については、各々１つの単位としております。本部、厚生
施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。営業利
益減少によるキャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落等により、上記資産の帳簿価額を回収可
能価額まで減額し、当該減少額 94,568千円を「減損損失」として特別損失に計上しております。

　　なお、当事業年度の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、土地の正味売却価
額は路線価に基づいて奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出しております。

営業用店舗
遊休資産

土　地
土　地

 94,185
382

1，008
296
90
236
30
4

2，163
291
4，122

△ 1，490
2，631

　2
20
22

2，608

26．減損処理を行った有価証券
　　売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除
く。）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時
価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時
価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失とし
て処理（以下「減損処理」という。）しております。
　　当事業年度における減損処理はありません。
　　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、期末日における時
価が取得価額に比べ50％以上下落した場合、又は期末日における時価が取得価額
に比べ30％以上50％未満下落した場合で、①過去1年間に一度も時価下落率が30％
未満にならなかった場合（なお、債券の場合は、単に一般市場金利の大幅な上昇
によって時価が著しく下落した場合であっても、いずれ時価の下落が解消すると
見込まれるときは、回復する可能性があるものと認められるが、格付けの著しい
低下があった場合や、債券の発行会社が債務超過や連続して赤字決算の状態にあ
る場合など、信用リスクの増大に起因して時価が著しく下落した場合には、通常
は回復する見込みがあるとは認められない。）②発行会社が債務超過の状態にあ
る場合、あるいは2期連続で当期損失を計上しており、翌期も当期損失計上が予想
される場合であります。
27．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資
実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、
一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に
係る融資未実行残高は91,969百万円であります。このうち契約残存期間が1年以内
のものが22,638百万円あります。
　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融
資未実行残高そのものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与
えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保
全及びその他相当の事由があるときは、当金庫が実行申込みを受けた融資の拒絶
又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、
契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後
も定期的に予め定めている金庫内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に
応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
28．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のと
おりであります。

繰延税金資産
　貸倒引当金損金算入限度額超過額  百万円
　退職給付引当金損金算入限度額超過額 
　減価償却費損金算入限度額超過額 
　固定資産減損 
　賞与引当金 
　有価証券減損 
　その他有価証券評価差額金 
　その他 
繰延税金資産小計 
評価性引当額 
繰延税金資産合計 
繰延税金負債　
　建物（資産除去費用） 
　その他 
繰延税金負債合計 
繰延税金資産の純額 

（追加情報）
　法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
　　「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が令和７年３月
31日に成立したことに伴い、令和８年４月１日以後に開始する事業年度から「防
衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産
及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の27.7％から、令和８年４
月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については28.4％
となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産は62百万円増加し、
その他有価証券評価差額金は53百万円増加し、法人税等調整額は8百万円増加して
おります。



損益計算書
第76期 令和６年４月１日から

令和７年３月31日まで
（単位：千円）

科 目
経 常 収 益

経 常 費 用

経 常 利 益
特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益

当 期 純 利 益
繰 越 金 （ 当 期 首 残 高 ）
土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額
当 期 未 処 分 剰 余 金

金 額
7，337，299

6，721，568

615，731
123，975

491，755

14，182
477，572
32，638
53，135
563，347

資 金 運 用 収 益
貸 出 金 利 息
預 け 金 利 息
有 価 証 券 利 息 配 当 金
そ の 他 の 受 入 利 息
役 務 取 引 等 収 益
受 入 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 収 益
そ の 他 業 務 収 益
そ の 他 の 業 務 収 益
そ の 他 経 常 収 益
償 却 債 権 取 立 益
株 式 等 売 却 益
金 銭 の 信 託 運 用 益
そ の 他 の 経 常 収 益

資 金 調 達 費 用
預 金 利 息
給 付 補 塡 備 金 繰 入 額
借 用 金 利 息
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息
そ の 他 の 支 払 利 息
役 務 取 引 等 費 用
支 払 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 費 用
そ の 他 業 務 費 用
国 債 等 債 券 売 却 損
金 融 派 生 商 品 費 用
そ の 他 の 業 務 費 用
経 費
人 件 費
物 件 費
税 金
そ の 他 経 常 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
貸 出 金 償 却
そ の 他 の 経 常 費 用

固 定 資 産 処 分 損
減 損 損 失

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計

6，169，825
3，252，327
632，288
2，216，794
68，415
771，590
197，732
573，858
45，176
45，176
350，707
33，846
313，445
3，376
38

575，480
478，370
3，479
63，130
28，832
1，668
524，033
58，616
465，416
976，217
974，519
456
1，241

4，404，902
2，825，819
1，435，691
143，391
240，934
106，928
70，561
63，443

29，407
94，568

37，988
△ 23，805

（単位：千円）
場　所
香川県
4ケ所

種　類 減損損失用　途

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．子会社等との取引による費用総額33,961千円
３．出資1口当たり当期純利益金額125円94銭
４．当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。

　　資産のグルーピングについては、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、衛星店舗等は母店
と一つのグルーピング）、遊休資産・賃貸資産については、各々１つの単位としております。本部、厚生
施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。営業利
益減少によるキャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落等により、上記資産の帳簿価額を回収可
能価額まで減額し、当該減少額 94,568千円を「減損損失」として特別損失に計上しております。

　　なお、当事業年度の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、土地の正味売却価
額は路線価に基づいて奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出しております。

営業用店舗
遊休資産

土　地
土　地

 94,185
382

1，008
296
90
236
30
4

2，163
291
4，122

△ 1，490
2，631

　2
20
22

2，608

26．減損処理を行った有価証券
　　売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除
く。）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時
価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時
価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失とし
て処理（以下「減損処理」という。）しております。

　　当事業年度における減損処理はありません。
　　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、期末日における時
価が取得価額に比べ50％以上下落した場合、又は期末日における時価が取得価額
に比べ30％以上50％未満下落した場合で、①過去1年間に一度も時価下落率が30％
未満にならなかった場合（なお、債券の場合は、単に一般市場金利の大幅な上昇
によって時価が著しく下落した場合であっても、いずれ時価の下落が解消すると
見込まれるときは、回復する可能性があるものと認められるが、格付けの著しい
低下があった場合や、債券の発行会社が債務超過や連続して赤字決算の状態にあ
る場合など、信用リスクの増大に起因して時価が著しく下落した場合には、通常
は回復する見込みがあるとは認められない。）②発行会社が債務超過の状態にあ
る場合、あるいは2期連続で当期損失を計上しており、翌期も当期損失計上が予想
される場合であります。

27．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資
実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、
一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に
係る融資未実行残高は91,969百万円であります。このうち契約残存期間が1年以内
のものが22,638百万円あります。

　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融
資未実行残高そのものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与
えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保
全及びその他相当の事由があるときは、当金庫が実行申込みを受けた融資の拒絶
又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、
契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後
も定期的に予め定めている金庫内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に
応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

28．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のと
おりであります。

繰延税金資産
　貸倒引当金損金算入限度額超過額  百万円
　退職給付引当金損金算入限度額超過額 
　減価償却費損金算入限度額超過額 
　固定資産減損 
　賞与引当金 
　有価証券減損 
　その他有価証券評価差額金 
　その他 
繰延税金資産小計 
評価性引当額 
繰延税金資産合計 
繰延税金負債　
　建物（資産除去費用） 
　その他 
繰延税金負債合計 
繰延税金資産の純額 

（追加情報）
　法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
　　「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が令和７年３月
31日に成立したことに伴い、令和８年４月１日以後に開始する事業年度から「防
衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産
及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の27.7％から、令和８年４
月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については28.4％
となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産は62百万円増加し、
その他有価証券評価差額金は53百万円増加し、法人税等調整額は8百万円増加して
おります。



ATM・CDのご案内

▲

店舗外当金庫設置ATM
（時間外入出金手数料無料）

店舗外ATM 所 在 地

高松市番町1‐8‐15 高松市番町1‐8‐15

高松市内町7‐1

高松市朝日町1‐2‐1

高松市番町4‐1‐10

高松市仏生山町甲415‐4

高松市仏生山町甲847‐1

高松市川島東町504

高松市屋島西町字百石1912‐1

高松市木太町1682‐1

高松市多肥下町1552‐17

高松市香川町大野917‐1

高松市牟礼町牟礼2615‐1

丸亀市飯山町東坂元字秋常127‐1

丸亀市川西町南1280‐1

丸亀市土器町東4丁目788

綾歌郡宇多津町浜二番丁16

仲多度郡多度津町北鴨2‐10‐1

小豆郡土庄町字半の池甲1360‐71

令和７年６月１日現在

高松市宮脇町1丁目35‐6

高松市福岡町3‐379‐2

高松市三条町字中所608‐1

高松市浜ノ町1‐243 2Ｆ

高松市香西本町1‐1

高松市十川東町55‐1

高松市香南町横井997‐2

坂出市府中町6069‐10

丸亀市新田町150

さぬき市志度2431‐1

木田郡三木町鹿伏310

綾歌郡綾川町萱原822‐1

高松市国分寺町新居1080‐1

高 松 市 役 所
宮 脇 出 張 所
イオン高松東店
ゆめタウン高松
Ｊ Ｒ 高 松 駅
イオンモール高松
マルナカ国分寺店
フジグラン十川
道の駅・香南楽湯
鴨 川 出 張 所

ゆめタウン丸亀

丸亀市土器町東8丁目3丸 亀 出 張 所

フ ジ 志 度 店
ベ ル シ テ ィ
イオンモール綾川

▲

他行設置共同ATM・CD
（無料対象外）

店舗外ATM・CD 所 在 地

高 松 市 役 所
三 越 高 松 店
香川県立中央病院
香 川 県 庁
マルナカ仏生山店
高松市立みんなの病院
ＤＣＭ川島店
パワーシティ屋島
マルナカ木太店
パワーシティレインボー店
ウイングポート
マルナカ八栗店
マルナカ飯山店
フジグラン丸亀
マルナカ土器店
イオンタウン宇多津
イオンタウン多度津
マルナカ新土庄店

剰余金処分計算書

役 員

理 事 長
（代表理事）大 橋 和 夫 理　　事

（相談役） 髙 田 正 博

（代表理事）
常務理事 長 井 政 成

常勤理事 山 下 登志男

常務理事 青 井 敏 文

常勤理事 脇 谷 直 樹

常勤理事 佐 野 正 行

常勤監事 豊 田 修

理 事 木野戸 秀 行

理 事 丹 生 兼 宏

理 事 神 原 文 弘

監 事 楠 瀬 正 司

監 事 岡 薫

第76期 令和６年４月１日から
令和７年３月31日まで

（令和７年6月23日現在）

科 目 金 額

当 期 未 処 分 剰 余 金
積 立 金 取 崩 額

剰 余 金 処 分 額

繰 越 金（ 当期末残高）

563,347,207円
47,644,000

577,247,893

33,743,314

利益準備金限度超過取崩額

普通出資に対する配当金
特 別 積 立 金

47,644,000

（年２％）　　37,247,893
540,000,000



ATM・CDのご案内

▲

店舗外当金庫設置ATM
（時間外入出金手数料無料）
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高松市内町7‐1

高松市朝日町1‐2‐1
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高松市川島東町504

高松市屋島西町字百石1912‐1

高松市木太町1682‐1

高松市多肥下町1552‐17

高松市香川町大野917‐1

高松市牟礼町牟礼2615‐1

丸亀市飯山町東坂元字秋常127‐1

丸亀市川西町南1280‐1

丸亀市土器町東4丁目788

綾歌郡宇多津町浜二番丁16

仲多度郡多度津町北鴨2‐10‐1

小豆郡土庄町字半の池甲1360‐71

令和７年６月１日現在

高松市宮脇町1丁目35‐6

高松市福岡町3‐379‐2

高松市三条町字中所608‐1

高松市浜ノ町1‐243 2Ｆ

高松市香西本町1‐1

高松市十川東町55‐1

高松市香南町横井997‐2

坂出市府中町6069‐10

丸亀市新田町150

さぬき市志度2431‐1

木田郡三木町鹿伏310

綾歌郡綾川町萱原822‐1

高松市国分寺町新居1080‐1

高 松 市 役 所
宮 脇 出 張 所
イオン高松東店
ゆめタウン高松
Ｊ Ｒ 高 松 駅
イオンモール高松
マルナカ国分寺店
フジグラン十川
道の駅・香南楽湯
鴨 川 出 張 所

ゆめタウン丸亀

丸亀市土器町東8丁目3丸 亀 出 張 所

フ ジ 志 度 店
ベ ル シ テ ィ
イオンモール綾川

▲

他行設置共同ATM・CD
（無料対象外）

店舗外ATM・CD 所 在 地

高 松 市 役 所
三 越 高 松 店
香川県立中央病院
香 川 県 庁
マルナカ仏生山店
高松市立みんなの病院
ＤＣＭ川島店
パワーシティ屋島
マルナカ木太店
パワーシティレインボー店
ウイングポート
マルナカ八栗店
マルナカ飯山店
フジグラン丸亀
マルナカ土器店
イオンタウン宇多津
イオンタウン多度津
マルナカ新土庄店

剰余金処分計算書

役 員

理 事 長
（代表理事）大 橋 和 夫 理　　事

（相談役） 髙 田 正 博

（代表理事）
常務理事 長 井 政 成

常勤理事 山 下 登志男

常務理事 青 井 敏 文

常勤理事 脇 谷 直 樹

常勤理事 佐 野 正 行

常勤監事 豊 田 修

理 事 木野戸 秀 行

理 事 丹 生 兼 宏

理 事 神 原 文 弘

監 事 楠 瀬 正 司

監 事 岡 薫

第76期 令和６年４月１日から
令和７年３月31日まで

（令和７年6月23日現在）

科 目 金 額

当 期 未 処 分 剰 余 金
積 立 金 取 崩 額

剰 余 金 処 分 額

繰 越 金（当期末残高）

563,347,207円
47,644,000

577,247,893

33,743,314

利益準備金限度超過取崩額

普通出資に対する配当金
特 別 積 立 金

47,644,000

（年２％）　　37,247,893
540,000,000



業務報告書店 舗 の ご 案 内
店 舗 名 所 在 地 電 話

本店営業部 ‐ ‐ ‐

栗 林 支 店 ‐ ‐ ‐

西通町支店 ‐ ‐ ‐ ‐

八本松支店 ‐ ‐ ‐

片原町支店 ‐ ‐ ‐

花 園 支 店 ‐ 高松市多賀 ‐ ‐ ‐

屋 島 支 店 ‐ 高松市高松町 ‐ ‐

木 太 支 店 ‐ 高松市木太町 ‐ ‐

元 山 支 店 ‐ 高 松 市 元 山 町 ‐ ‐

レインボー支店 ‐ 高松市松縄町 ‐ ‐

弦 打 支 店 ‐ ‐ ‐

仏生山支店 ‐ ‐ ‐

一 宮 支 店 ‐ 高 松 市 一 宮 町 ‐ ‐

太 田 支 店 ‐ ‐ ‐

空港口支店 ‐ ‐ ‐

国分寺支店 ‐ 高松市国分 ‐ ‐ ‐

坂 出 支 店 ‐ 坂出市本町 ‐ ‐

坂出東支店 ‐ 坂出市京町 ‐ ‐

宇多津支店 ‐ ‐ ‐

丸亀城西支店 ‐

‐

‐ ‐

‐丸 亀 支 店 ‐

丸亀南支店 ‐ 丸亀市郡家町 ‐ ‐

善通寺支店 ‐ 善通寺市上吉田町 ‐ ‐

琴 平 支 店 ‐ ‐ ‐

多度津支店 ‐ ‐ ‐

高 瀬 支 店 ‐ ‐ ‐

観音寺支店 ‐ ‐ ‐

志 度 支 店 ‐ ‐ ‐

三本松支店 ‐ ‐ ‐

三 木 支 店 ‐ ‐ ‐

土 庄 支 店 ‐ ‐ ‐

自　令和6年4月1日
至　令和7年3月31日

第76期

（丸亀城西支店内）

窓口営業時間は午前 9時から午後 3時までです。
（＊）11：30 ～ 12：30 を昼休業としております。

（＊）

（＊）

（＊）

（＊）

（＊）

（＊）


